
 

契約保証金についてのお願い 

 

落札者は、契約金額の１０分の１以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は

提供が必要です。契約保証金の納付方法等については、落札決定後、別途お知らせしま

す。 

ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除されます。 

 

１ 保険会社との間に、県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分

の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から令和１３年３月３１日までを保険期

間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合。 

  保険契約の内容は、別紙「入札・契約保証保険契約について」をご参照ください。 

 

２ 過去２年の間に地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む）と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行

したことを証明する書面（当該発注者が交付した証明書）を２件以上提出する場合。 

  内容は、「入札保証金等についてのお願い」注意事項③と同じになります。 


